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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第85期

第３四半期
連結累計期間

第86期
第３四半期
連結累計期間

第85期

会計期間
自2021年３月１日
至2021年11月30日

自2022年３月１日
至2022年11月30日

自2021年３月１日
至2022年２月28日

売上高 （百万円） 74,770 76,846 111,081

経常利益 （百万円） 3,289 1,932 5,594

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（百万円） 2,403 1,366 3,984

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,409 1,981 3,904

純資産額 （百万円） 47,182 48,113 48,677

総資産額 （百万円） 77,445 75,991 78,967

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 21.59 12.27 35.80

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 60.9 63.3 61.6

 

回次
第85期

第３四半期
連結会計期間

第86期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自2021年９月１日
至2021年11月30日

自2022年９月１日
至2022年11月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 15.09 4.82

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

３　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首

から適用しており、当第３四半期連結累計期間および当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等につ

いては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について重

要な変更はありません。

主要な関係会社の異動につきまして、2022年３月１日付で当社100％子会社である株式会社ノムラプロダクツ

は、同じく当社100％子会社である株式会社ＴＮＰおよび株式会社スクエアを吸収合併し、商号を株式会社ノムラ

アークスに変更しております。また、同日付で当社100％子会社であるノムラテクノ株式会社は、同じく当社100％

子会社である株式会社ノムラデュオおよび株式会社ノムラデベロップメントを吸収合併し、商号を株式会社ノムラ

メディアスに変更しております。この結果、当社グループは、当社および連結子会社６社（2022年11月30日現在）

により構成されております。

なお、第１四半期連結会計期間において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理の

状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりです。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の

期首から適用しており、以下の経営成績に関する説明における前年同期の実績につきましては、当該会計基準等を

適用する前の指標等となっております。また、当該会計基準等を第１四半期連結会計期間の期首から適用したこと

に伴う主な影響額は、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（会計方針の変更）」に記載しており

ます。

 

（１）経営成績

（単位：百万円）

 
前第３四半期

連結累計期間

当第３四半期

連結累計期間
増減額

増減率

（％）

売 上 高 74,770 76,846 2,075 2.8

営 業 利 益 3,147 1,821 △1,326 △42.1

経 常 利 益 3,289 1,932 △1,356 △41.2

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

四 半 期 純 利 益
2,403 1,366 △1,036 △43.1

 

当第３四半期連結累計期間（2022年３月１日～2022年11月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感

染症による厳しい状況が徐々に緩和され景気に持ち直しの動きが見られるものの、ウクライナ情勢の長期化や急激

な円安による資源価格・原材料価格の上昇が見られるなど、依然として不確実性が高い状況が続きました。

当社グループを取り巻く環境におきましては、国内の経済活動の停滞が一段落し、集客に関しての設備投資に回

復の兆しが見られるものの、世界的な金融引締め等を背景とした海外景気の下振れによる国内景気の下押しリスク

が懸念され、また、資材価格等の上昇により採算面での厳しさが増すなど、引き続き予断を許さない状況が続いて

おります。

このような状況において当社グループは、中期経営計画（2020年度～2022年度）の最終年度として「社会から選

ばれるノムラへ」というテーマに向け、働き方改革等により事業の効率性・生産性向上を推進する「人財・企業文

化の戦略」、持続的成長と企業価値向上を支える経営基盤の構築に取り組む「制度・仕組みの戦略」、既存の事業

領域に加えて新たな価値提供を目指す「事業の戦略」という３つの戦略を実行してまいりました。

ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）への取り組みにおきましては、３月に、特に優良な健康経営を実践している

企業として経済産業省より「健康経営優良法人2022（大規模法人部門）」に認定された他、４月には、人権や働き

方、品質・環境・安全、社会貢献活動などのサステナビリティ課題に対して役職員が大切にするべき価値と目指す

方向を示す「サステナビリティ方針」を制定いたしました。また５月には、監査等委員会設置会社へと移行するな

ど、さらなるコーポレート・ガバナンスの充実をはかってまいりました。

当第３四半期連結累計期間につきましては、複合商業施設市場、広報・販売促進市場および余暇施設市場等にお

いて売上が増加したことにより、売上高は768億46百万円（前年同期比2.8％増）となりました。利益面におきまし

ては、資材価格等の上昇や一部価格競争の傾向が強まった影響もあって売上総利益率が減少し、営業利益は18億21

百万円（前年同期比42.1％減）、経常利益は19億32百万円（前年同期比41.2％減）、親会社株主に帰属する四半期

純利益は13億66百万円（前年同期比43.1％減）となりました。

 

なお、第１四半期連結会計期間より、当社グループの報告セグメントは単一セグメントとなったことから、セグ

メント別の記載を省略しております。
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市場分野別の売上高は次のとおりです。

 

前年同期において東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の各種プロジェクトを多数手掛けた博覧会・

イベント市場等の売上が減少しましたが、都市型商業施設の新装・改装案件が進捗した複合商業施設市場、企業Ｐ

Ｒ施設の大型案件が進捗した広報・販売促進市場、テーマパーク施設やホテルのリニューアルなどの大型案件を多

数手掛けた余暇施設市場等の売上が増加しました。その結果、売上高は768億46百万円（前年同期比2.8％増）とな

りました。

（単位：百万円）

市場分野名

売　上　高

増減額
増減率

（％）前第３四半期

連結累計期間

当第３四半期

連結累計期間

専門店市場

（物販店、飲食店、サービス業態店等）
18,760 19,115 354 1.9

百貨店・量販店市場

（百貨店・量販店等）
3,447 4,431 984 28.6

複合商業施設市場

（ショッピングセンター等）
4,394 6,988 2,593 59.0

広報・販売促進市場

（企業ＰＲ施設、ショールーム、セールスプ

ロモーション、ＣＩ等）

5,460 6,927 1,466 26.9

博物館・美術館市場

（博物館、文化施設、美術館等）
8,174 7,817 △357 △4.4

余暇施設市場

（テーマパーク、ホテル・リゾート施設、ア

ミューズメント施設、エンターテインメント

施設、動物園、水族館等）

5,439 11,362 5,923 108.9

博覧会・イベント市場

（博覧会、見本市、文化イベント等）
11,675 2,920 △8,754 △75.0

その他市場

（オフィス、ブライダル施設、サイン、モ

ニュメント、飲食・物販事業等）

17,418 17,283 △135 △0.8

合　計 74,770 76,846 2,075 2.8

（注）１　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間

の期首から適用しており、当第３四半期連結累計期間の市場分野別の実績は、当該会計基準等を適用し

た後の指標等となっております。

２　当社グループの報告セグメントは、従来「ディスプレイ事業」と「飲食・物販事業」に区分しておりま

したが、第１四半期連結会計期間より、「ディスプレイ事業」のみに変更しているため、「飲食・物販

事業」に相当する実績については、「その他市場」に含めて表記しております。
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（２）財政状態

（資産の部）

資産合計は、前期末から29億75百万円減少し、759億91百万円となりました。

流動資産は、前期末から30億30百万円減少し、618億83百万円となりました。これは主に、現金及び預金、棚

卸資産の減少によるものです。

固定資産は、前期末から54百万円増加し、141億8百万円となりました。これは主に、投資有価証券の増加によ

るものです。

 

（負債の部）

負債合計は、前期末から24億12百万円減少し、278億77百万円となりました。

流動負債は、前期末から22億15百万円減少し、229億1百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛

金、未払法人税等の減少によるものです。

固定負債は、前期末から1億97百万円減少し、49億75百万円となりました。これは主に、退職給付に係る負債

の減少によるものです。

 

（純資産の部）

純資産合計は、前期末から5億63百万円減少し、481億13百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属

する四半期純利益の計上による増加はあったものの、配当金の支払いにより減少しました。

この結果、自己資本比率は前期末の61.6％から63.3％となりました。

 

（３）資本の財源及び資金の流動性

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありま

せん。

 

（４）経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

（５）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（６）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

（７）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における研究開発費は70百万円となりました。その主要なものは、空間演出手法の開

発等に関するものです。

なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

また、当社グループは、研究開発活動の実態をより適切に連結財務諸表に反映すべく、当第１四半期連結会計期

間の期首から研究開発に要した費用を研究開発費として表示することとしております。
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（８）生産、受注及び販売の実績

①市場分野別の生産高の実績

（百万円）

市場分野名 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

専門店市場 19,109 18,683

百貨店・量販店市場 3,766 4,417

複合商業施設市場 4,866 6,842

広報・販売促進市場 5,599 6,909

博物館・美術館市場 7,052 7,623

余暇施設市場 5,997 11,293

博覧会・イベント市場 13,015 2,947

その他市場 18,391 17,316

合計 77,799 76,034

（注）１　生産高の金額は販売価格によっております。

２　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間

の期首から適用しており、当第３四半期連結累計期間の市場分野別の実績は、当該会計基準等を適用し

た後の指標等となっております。

 

②市場分野別の受注高および受注残高の実績

（百万円）

市場分野名
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

受注高 受注残高 受注高 受注残高

専門店市場 19,722 8,207 20,190 7,217

百貨店・量販店市場 4,976 2,621 5,290 1,684

複合商業施設市場 6,036 4,865 11,892 7,565

広報・販売促進市場 4,910 2,373 11,860 6,585

博物館・美術館市場 7,575 8,306 6,700 3,947

余暇施設市場 12,326 12,462 15,755 16,128

博覧会・イベント市場 3,800 4,315 3,411 829

その他市場 21,482 12,763 21,659 11,491

合計 80,831 55,916 96,760 55,450

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第３四半期連結累計期間の市場分野別の実績は、当該会計基準等を適用した後の指

標等となっております。

 

③売上高の実績

市場分野別の売上高の実績については、「（１）経営成績」をご覧ください。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 476,340,000

計 476,340,000

 

②【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2022年11月30日）

提出日現在
発行数（株）

（2023年１月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 119,896,588 119,896,588
東京証券取引所

プライム市場

完全議決権株式であり、権

利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式

（１単元：100株）

計 119,896,588 119,896,588 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2022年９月１日～

2022年11月30日
－ 119,896,588 － 6,497 － 1,624

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2022年11月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式(自己株式等)  － － －

議決権制限株式(その他)  － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

－
権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式普通株式 8,523,200

完全議決権株式(その他) 普通株式 111,344,100 1,113,441 同上

単元未満株式 普通株式 29,288 － 同上

発行済株式総数  119,896,588 － －

総株主の議決権  － 1,113,441 －

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が22,000株(議決権220個)含ま

れております。
２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式８株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2022年11月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数の
合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合

(％)

(自己保有株式)

株式会社乃村工藝社

東京都港区台場２丁目
３番４号

8,523,200 － 8,523,200 7.11

計 － 8,523,200 － 8,523,200 7.11

(注)　株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が4,000株(議決権40個)あります。

なお、当該株式数は、上記①［発行済株式］の「完全議決権株式(その他)」に含まれております。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2022年９月１日から

2022年11月30日まで）および第３四半期連結累計期間（2022年３月１日から2022年11月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2022年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 37,077 30,903

受取手形及び売掛金 19,480 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 26,643

棚卸資産 7,216 1,588

その他 1,202 2,873

貸倒引当金 △64 △125

流動資産合計 64,913 61,883

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,434 6,463

土地 3,743 3,743

その他 2,143 2,185

減価償却累計額 △4,974 △5,159

有形固定資産合計 7,347 7,233

無形固定資産 2,673 2,319

投資その他の資産   

投資有価証券 2,024 2,818

繰延税金資産 1,044 752

その他 1,211 1,225

貸倒引当金 △247 △239

投資その他の資産合計 4,033 4,556

固定資産合計 14,053 14,108

資産合計 78,967 75,991
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2022年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年11月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,921 14,643

未払法人税等 1,957 153

前受金 3,319 －

契約負債 － 3,802

賞与引当金 1,438 773

完成工事補償引当金 46 129

工事損失引当金 247 380

その他 2,187 3,017

流動負債合計 25,117 22,901

固定負債   

退職給付に係る負債 4,809 4,623

その他 363 352

固定負債合計 5,173 4,975

負債合計 30,290 27,877

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,497 6,497

資本剰余金 6,898 6,933

利益剰余金 36,043 34,822

自己株式 △1,081 △1,075

株主資本合計 48,357 47,178

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 259 666

為替換算調整勘定 231 409

退職給付に係る調整累計額 △171 △141

その他の包括利益累計額合計 319 935

純資産合計 48,677 48,113

負債純資産合計 78,967 75,991
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日
　至　2021年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年３月１日
　至　2022年11月30日)

売上高 74,770 76,846

売上原価 60,611 63,910

売上総利益 14,159 12,935

販売費及び一般管理費 11,011 11,113

営業利益 3,147 1,821

営業外収益   

受取利息 6 5

受取配当金 41 28

仕入割引 21 15

保険配当金 28 28

その他 44 33

営業外収益合計 141 110

営業外費用   

支払利息 0 －

その他 0 －

営業外費用合計 0 －

経常利益 3,289 1,932

特別利益   

固定資産売却益 1 －

投資有価証券売却益 448 3

その他 3 6

特別利益合計 453 9

特別損失   

固定資産除売却損 3 0

投資有価証券評価損 10 2

店舗臨時休業による損失 9 －

事業構造改善費用 ※ 38 －

その他 3 －

特別損失合計 65 3

税金等調整前四半期純利益 3,676 1,939

法人税等 1,279 572

四半期純利益 2,397 1,366

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △5 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,403 1,366
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日
　至　2021年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年３月１日
　至　2022年11月30日)

四半期純利益 2,397 1,366

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △117 407

為替換算調整勘定 95 178

退職給付に係る調整額 34 29

その他の包括利益合計 12 615

四半期包括利益 2,409 1,981

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,415 1,981

非支配株主に係る四半期包括利益 △5 －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であった株式会社ＴＮＰおよび株式会社スクエアは、同じく当

社の連結子会社である株式会社ノムラプロダクツを吸収合併存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲

から除外しております。なお、株式会社ノムラプロダクツは、商号を株式会社ノムラアークスに変更しております。

また、当社の連結子会社であった株式会社ノムラデュオおよび株式会社ノムラデベロップメントは、同じく当社の連

結子会社であるノムラテクノ株式会社を吸収合併存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外し

ております。なお、ノムラテクノ株式会社は、商号を株式会社ノムラメディアスに変更しております。

 

（会計方針の変更）

（「収益認識に関する会計基準」等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」といいま

す。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、顧客との契約について、従来は、成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を、そ

の他の工事契約については完成基準を適用しておりましたが、原則、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわ

たり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは主に見積総原価に対す

る発生原価の割合（インプット法）によっております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結

会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、第１四半期連結会計期間の期首において、利益剰余金が530百万円増加しております。また、期首の連

結貸借対照表におけるその他の主な影響は、受取手形、売掛金及び契約資産の増加 5,897百万円、棚卸資産の減少

6,259百万円、前受金の減少 1,072百万円等です。さらに、当第３四半期連結累計期間の売上高は11,692百万円増加

し、売上原価は9,710百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

1,981百万円増加しております。

収益認識会計基準を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取

手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしま

した。また、「流動負債」に表示していた「前受金」は、第１四半期連結会計期間より「契約負債」として表示する

こととしました。

なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度および前第３四半期連結累

計期間について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」

(企業会計基準第12号　2020年３月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に

係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

（「時価の算定に関する会計基準」等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」といいま

す。)等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基

準」(企業会計基準第10号　2019年７月４日) 第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定

める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はあ

りません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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（四半期連結損益計算書関係）

※　事業構造改善費用

連結子会社における事業構造の改善に伴う損失（有形固定資産の減損損失、商品評価損等）であります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）およびのれんの償却額は、次のとお

りであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 2021年３月１日
至 2021年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2022年３月１日
至 2022年11月30日）

減価償却費

のれんの償却額

811百万円

18

824百万円

18

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年11月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年５月27日

定時株主総会
普通株式 2,781 25 2021年２月28日 2021年５月28日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2022年３月１日　至　2022年11月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年５月26日

定時株主総会
普通株式 3,117 28 2022年２月28日 2022年５月27日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自　2021年３月１日　至　2021年11月30日)

「Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（報告セグメントの変更等に関する事項）」に記載のとおりです。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自　2022年３月１日　至　2022年11月30日)

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(報告セグメントの変更等に関する事項)

当社グループの報告セグメントは、従来「ディスプレイ事業」と「飲食・物販事業」に区分しておりました

が、第１四半期連結会計期間より、「ディスプレイ事業」のみに変更しております。

この変更は、2022年３月１日付で「飲食・物販事業」を主たる事業内容とする連結子会社が他の連結子会社

と合併したことを機に、当社グループの事業展開、経営資源の配分、経営管理体制等の実態を踏まえ、報告セ

グメントは「ディスプレイ事業」のみとすることが適切であると判断したことによるものです。

このため、前第３四半期連結累計期間および当第３四半期連結累計期間のセグメント情報の記載を省略して

おります。
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（企業結合等関係）

（共通支配下の取引等）

１．取引の概要

当社グループは、2022年３月１日付で㈱ノムラアークス（2022年３月１日付で㈱ノムラプロダクツから商号変更

しております。）および㈱ノムラメディアス（2022年３月１日付でノムラテクノ㈱から商号変更しております。）

をそれぞれ存続会社とする連結子会社同士の吸収合併をおこなっております。
 
(1) ㈱ノムラアークス

①対象となった事業の名称およびその事業の内容

ⅰ．結合企業

名称　　　　㈱ノムラアークス

事業の内容　建築、内装、多店舗、リノベーション、サイン企画、デザイン・設計・制作・施工管理、他関

連業務

ⅱ．被結合企業

名称　　　　㈱ＴＮＰ

事業の内容　飲食店、チェーン店舗の総合エンジニアリングサービス（店舗の建築・内装・設備・厨房の企

画設計、施工）

名称　　　　㈱スクエア

事業の内容　飲食・物販チェーン店舗の設計・監理

②企業結合日

2022年３月１日

③企業結合の法的形式

㈱ノムラアークスを存続会社、㈱ＴＮＰおよび㈱スクエアを消滅会社とする吸収合併

④結合後企業の名称

㈱ノムラアークス

⑤取引の目的

機能を整理・統合することで専門性を高め、建築内装やサイン、各種不動産ビルの再生、チェーン展開型店

舗等の建設総合サービスを展開しながら、グループ会社の相互連携のもと持続可能な成長を目指して事業活動

をおこなうことを目的としております。
 

(2) ㈱ノムラメディアス

①対象となった事業の名称及びその事業の内容

ⅰ．結合企業

名称　　　　㈱ノムラメディアス

事業の内容　集客空間のディスプレイ・プロモーション・デジタルメディア・コンテンツ・展示演出装置な

どの企画・設計・制作・保守・運営、店舗運営、オリジナルグッズ開発

ⅱ．被結合企業

名称　　　　㈱ノムラデュオ

事業の内容　集客空間のディスプレイ・プロモーションづくり

名称　　　　㈱ノムラデベロップメント

事業の内容　飲食店・物販店の開発・運営・オリジナルグッズ開発

②企業結合日

2022年３月1日

③企業結合の法的形式

㈱ノムラメディアスを存続会社、㈱ノムラデュオ、㈱ノムラデベロップメントを消滅会社とする吸収合併

④結合後企業の名称

㈱ノムラメディアス

⑤取引の目的

機能を整理・統合することで専門性を高め、集客空間のディスプレイ、プロモーション、運営・物販、メン

テナンスサービスなど、総合オペレーションサービスを展開しながらグループ会社の相互連携のもと持続可能

な成長を目指して事業活動をおこなうことを目的としております。
 
２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ

き、共通支配下の取引として処理しております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益のうち、収益の認識時期により分解した情報は、次のとおりです。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　2022年３月１日

至　2022年11月30日）

収益の認識時期  

一定期間にわたり移転される財またはサービス 75,947百万円

一時点で移転される財またはサービス 898

顧客との契約から生じる収益 76,846

その他の収益 －

外部顧客への売上高 76,846

 

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2021年３月１日
至　2021年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2022年３月１日
至　2022年11月30日）

１株当たり四半期純利益 21.59円 12.27円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する

四半期純利益　（百万円）
2,403 1,366

普通株主に帰属しない金額　（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益　（百万円）
2,403 1,366

普通株式の期中平均株式数（株）  111,301,033 111,354,381

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2023年１月13日

株式会社乃村工藝社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

　東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 髙　木　　　修

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 戸　塚　俊一郎

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社乃村工

藝社の2022年３月１日から2023年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2022年９月１日から2022年11

月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年３月１日から2022年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すな

わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社乃村工藝社及び連結子会社の2022年11月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な

点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手

続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四

半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適

切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の

結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と

して存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基

準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸

表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせ

る事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

株式会社乃村工藝社(E04835)

四半期報告書

21/21


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	３経営上の重要な契約等

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

